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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
昨
年
は
、
長
引
く
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
活
動
を
制
限

さ
れ
る
一
年
と
な
り
ま
し
た
が
、

税
政
連
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
年
こ
そ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
収
束
し
、
活
発
な
税
政

連
活
動
が
で
き
る
よ
う
期
待
し
て

い
ま
す
。

　
昨
年
�
月
に
行
わ
れ
た
衆
議
院

総
選
挙
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
連

盟
推
薦
候
補
者
�
名
の
う
ち
、
結

果
�
名
の
当
選
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
単
位
税
政

連
、
税
理
士
後
援
会
の
皆
様
の
ご

尽
力
の
賜
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
�
月
�
日
、
与
党

税
制
改
正
大
綱
が
公
表
さ
れ
ま
し

た
。
中
小
企
業
に
対
す
る
交
際
費

課
税
の
特
例
の
２
年
間
延
長
や
外

形
標
準
課
税
の
適
用
の
見
送
り
な

ど
一
部
要
望
が
実
現
し
ま
し
た

が
、
最
重
要
項
目
と
し
て
要
望
を

し
て
い
た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ

い
て
は
、
一
部
見
直
し
が
あ
っ
た

も
の
の
凍
結
や
廃
止
へ
の
言
及
は

あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
問
題
点
、
事
業
者
の
声
を
引
き
続
き

国
会
に
届
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
納
税
環
境
整
備
の
一
環
と
し

て
、
「
コ
ロ
ナ
後
の
新
し
い
社
会
を
見

据
え
、
税
理
士
の
業
務
環
境
や
納
税
環

境
の
電
子
化
と
い
っ
た
、
税
理
士
を
取

り
巻
く
状
況
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す

る
と
と
も
に
、多
様
な
人
材
の
確
保
や
、

国
民
・
納
税
者
の
税
理
士
に
対
す
る
信

頼
と
納
税
者
利
便
の
向
上
を
図
る
観

点
」
よ
り
税
理
士
制
度
の
見
直
し

が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
８

年
ぶ
り
に
通
常
国
会
に
て
改
正
法

案
が
提
出
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

新
時
代
の
税
理
士
制
度
の
構
築
に

向
け
て
大
き
な
前
進
と
な
る
こ
と

を
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
最
後
に
本
年
の
目
標
で
す
が
、

税
政
連
の
存
在
意
義
は
税
理
士
会

の
要
望
項
目
を
実
現
す
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
に
は
、単
位

税
政
連
ま
た
税
理
士
後
援
会
の
皆

様
と
の
連
携
強
化
を
図
り
、
従
来

の
国
会
陳
情
等
の
日
程
に
と
ら
わ

れ
ず
、
戦
略
的
か
つ
柔
軟
な
国
会

対
応
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
税
理
士
制
度
の
更
な
る
発
展
ま

た
納
税
者
の
た
め
の
租
税
制
度
の

確
立
の
た
め
に
、
税
政
連
が
必
要

な
組
織
で
あ
る
こ
と
を
会
員
の
皆

様
一
人
一
人
に
感
じ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
一
つ
で
も
多
く
の
要
望

項
目
の
実
現
を
目
指
し
、
充
実
し

た
活
動
を
通
し
て
課
題
と
な
っ
て

お
り
ま
す
組
織
率
の
向
上
を
図
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
本
年
も
本
連
盟
の
活
動
に
一
層

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
会
員
の

皆
様
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
一
年
と
な

り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
、
年
頭

の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

北
岳
山
頂
に
て

撮
影
・
�
屋
栄
悦
会
員

（
渋
谷
）

２面　論説／ブロック会議報告
３面　当面の問題シリーズ

４面　税制改正大綱　主な内容
５面　フォーラム２０２１を開催
６面　国会議員へ一斉陳情
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昨
秋
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選

挙
。
終
わ
っ
て
み
れ
ば
与
党
の

圧
勝
。
野
党
共
闘
と
意
気
込
ん

だ
立
憲
・
共
産
は
そ
の
勢
力
を

減
退
さ
せ
、
政
権
交
代
な
ど
夢

の
又
夢
。
国
民
の
共
産
主
義
へ

の
嫌
悪
感
は
、
い
ま
だ
に
強
か

っ
た
。
維
新
や
国
民
民
主
の
第

三
勢
力
の
台
頭
は
、
今
年
の
参

議
院
選
挙
を
経
て
保
守
二
大
政

党
政
治
へ
の
道
筋
と
な
る
か
▼

中
国
の
経
済
力
・
軍
事
力
の
肥

大
に
よ
り
風
雲
急
を
告
げ
る
東

ア
ジ
ア
情
勢
の
緊
迫
化
は
、
日

本
の
政
治
・
経
済
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ

し
て
国
民
の
意
識
は
目
覚
め
て

い
く
の
か
、
今
年
の
政
治
か
ら

は
目
が
離
せ
な
い
▼
そ
れ
に
し

て
も
、
選
挙
へ
の
無
関
心
は
如

何
な
も
の
か
。
投
票
率
は
相
変

わ
ら
ず
低
調
で
、
伸
び
た
の
は

期
日
前
投
票
。
政
治
は
分
か
ら

な
い
、
興
味
が
な
い
、
何
も
変

わ
ら
な
い
と
嘆
い
て
い
る
う
ち

に
、
気
が
つ
け
ば
、
湯
の
中
の

蛙
。
い
つ
の
ま
に
か
茹
で
蛙
で

は
た
ま
ら
な
い
▼
税
の
世
界
に

限
っ
て
も
相
続
税
基
礎
控
除
の

引
き
下
げ
、
小
規
模
宅
地
の
適

用
要
件
の
厳
格
化
と
、
税
理
士

が
勝
ち
取
っ
て
き
た
納
税
者
の

た
め
の
法
律
も
い
つ
の
ま
に

か
、
課
税
庁
の
思
い
の
ま
ま
▼

わ
が
東
税
政
の
組
織
率
も
年
々

低
下
し
、
若
手
の
加
入
率
も
上

が
っ
て
こ
な
い
も
ど
か
し
さ
。

政
治
に
興
味
は
な
い
、
仕
事
が

忙
し
く
て
時
間
が
な
い
等
々
、

断
り
文
句
は
数
々
あ
れ
ど
も
、

気
が
つ
い
た
ら
税
理
士
城
の
お

堀
は
埋
め
ら
れ
て
た
と
さ
、
こ

ん
な
初
夢
は
御
免
蒙
り
た
い
。

　
昨
年
�
月

�
日
、
令
和

４
年
度
の
与

党
税
制
改
正

大
綱
が
公
表

さ
れ
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除

の
見
直
し
や
賃
上
げ
税
制
の

拡
充
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

税
理
士
業
界
の
立
場
で
い
え

ば
、税
理
士
制
度
の
見
直
し
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
一
部
見

直
し
、
改
正
電
子
帳
簿
保
存

法
の
電
子
取
引
の
保
存
義
務

に
２
年
の
宥
恕
期
間
が
設
け

ら
れ
た
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
と
い
え
る
。
昨
年
の
国

会
陳
情
は
�
月
末
の
衆
議
院

選
挙
の
影
響
を
受
け
、
�
月

に
入
っ
て
か
ら
行
い
、
各
議

員
に
税
理
士
法
改
正
が
令
和

４
年
度
の
税
制
改
正
法
案
に

盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
お
願
い

を
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
対
応
の
重
要

性
が
増
し
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
、

そ
の
波
に
取
り
残
さ
れ
な
い

よ
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
は

納
税
者
の
権
利
保
護
が
前
提

に
あ
る
税
理
士
の
「
役
目
」

と
い
え
る
。

　
た
だ
し
、
税
理
士
事
務
所

の
テ
レ
ワ
ー
ク
や
在
宅
勤
務

に
つ
い
て
は
、
二
か
所
事
務

所
禁
止
規
定
の
抵
触
や
非
税

理
士
の
温
床
と
な
り
か
ね
な

い
問
題
も
あ
る
の
で
制
度
設

計
に
つ
い
て
は
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
使
い
勝

手
が
良
く
な
る
よ
う
運
動
を

し
た
い
。

　
ま
た
、
併
せ
て
迫
り
く
る

イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
実
施
に

つ
き
、
税
理
士
会
で
ヒ
ア
リ

ン
グ
し
た
具
体
的
な
業
界
の

声
を
伝
え
、
平
成
�
年
の
軽

減
税
率
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式

導
入
の
法
律
制
定
時
に
附
則

第
１
７
１
条
第
２
項
に
刻
ま

れ
た
軽
減
税
率
導
入
後
３
年

を
目
途
と
す
る
事
業
者
の
同

制
度
の
実
施
状
況
、
イ
ン
ボ

イ
ス
方
式
へ
の
準
備
状
況
等

の
検
証
の
必
要
性
を
強
く
訴

え
た
。
２
０
２
２
年
は
ち
ょ

う
ど
、
そ
の
３
年
の
巡
り
合

わ
せ
の
年
で
も
あ
る
。
こ
の

間
、
世
界
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
深

刻
な
影
響
を
受
け
、
わ
が
国

で
も
感
染
拡
大
に
よ
る
緊
急

事
態
宣
言
、
宣
言
の
解
除
、

そ
し
て
度
重
な
る
宣
言
と
経

済
面
で
大
き
な
打
撃
を
受
け

た
。

　
こ
の
よ
う
な
異
常
な
経
済

状
況
の
中
に
お
い
て
、
イ
ン

ボ
イ
ス
方
式
を
予
定
通
り
実

施
に
踏
み
切
っ
て
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
令
和
３
年
は
イ
ン

ボ
イ
ス
方
式
の
実
施
時
期
で

あ
る
令
和
５
年
の
基
準
期
間

に
あ
た
る
。
つ
ま
り
正
常
で

は
な
い
年
で
の
判
定
に
な

る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
傷

つ
い
た
中
小
零
細
企
業
、
個

人
事
業
主
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

方
式
で
最
も
影
響
を
受
け
る

事
業
者
と
重
な
る
。さ
ら
に
、

コ
ロ
ナ
禍
以
前
は
課
税
事
業

者
で
あ
っ
た
者
が
図
ら
ず
も

課
税
売
上
高
１
０
０
０
万
円

以
下
に
な
り
、
対
応
に
追
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
正
常
値
で
な
い
売
上
高

に
お
い
て
、
価
格
交
渉
、
経

営
判
断
、
課
税
選
択
の
判
断

が
迫
ら
れ
る
の
は
余
り
に
酷

で
あ
る
。
激
変
緩
和
措
置
や

経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い

る
が
更
に
複
雑
に
な
り
、
手

間
も
増
え
て
し
ま
う
。
改
正

電
子
帳
簿
保
存
法
の
電
子
保

存
義
務
の
２
年
間
の
宥
恕

は
、
事
業
者
の
目
線
か
ら
見

直
さ
れ
た
点
と
し
て
大
き
く

評
価
で
き
よ
う
。

　
今
年
も
税
理
士
政
治
連
盟

は
中
小
零
細
事
業
者
の
声
な

き
声
に
耳
を
傾
け
て
運
動
を

展
開
し
て
い
き
た
い
。

上野税政連中野税政連武蔵府中税政連

　
本
連
盟
は
、
単
位
税
政
連
の

会
長
及
び
幹
事
長
並
び
に
支
部

長
の
参
加
の
も
と
「
ブ
ロ
ッ
ク

別
単
位
税
政
連
会
議
」
を
開
催

し
た
＝
写
真
。

　
こ
の
会
議
は
、
都
内
の
衆
議

院
小
選
挙
区
の
区
割
り
に
準
じ

て
�
の
単
位
税
政
連
を
３
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
け
開
催
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
開
催
日
及
び
開
催
場
所
は
次

の
と
お
り
。

グ
ル
ー
プ
１
＝
�
月
�
日

グ
ル
ー
プ
２
＝
�
月
１
日

グ
ル
ー
ブ
３
＝
�
月
３
日

（
会
場
は
全
て
全
理
連
ビ
ル
）

　
会
議
の
冒
頭
、
名
倉
会
長
か

ら
次
の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

　
�
月
�
日
に
実
施
さ
れ
た
衆

議
院
総
選
挙
に
対
し
、
各
単
位

税
政
連
よ
り
多
大
な
協
力
を
い

た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ
る
。
本

連
盟
に
お
け
る
�
名
の
推
薦
候

補
者
の
う
ち
�
名
が
当
選
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
税
制
改
正
に
関
し
て
は
、
衆

議
院
選
挙
の
影
響
で
税
制
改
正

大
綱
公
表
の
遅
れ
が
懸
念
さ
れ

た
が
、
与
党
税
調
の
会
議
も
開

始
さ
れ
、
�
月
の
税
制
改
正
大

綱
の
公
表
に
向
け
て
動
き
出
し

て
い
る
。
本
連
盟
で
は
、
選
挙

後
の
�
月
�
日
か
ら
�
日
に
改

め
て
一
斉
陳
情
を
実
施
し
、
税

制
改
正
要
望
を
強
く
訴
え
る
と

共
に
、
こ
れ
に
加
え
今
回
は
税

理
士
法
改
正
に
関
し
、
そ
の
改

正
内
容
を
説
明
し
大
綱
に
記
載

さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
し
た
。

　
本
日
の
こ
の
会
議
は
、
本
連

盟
の
組
織
活
動
方
針
に
則
っ
て

開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
機
会
に
各
単
位
税
政
連
か
ら

忌
憚
な
き
意
見
を
賜
り
、
意
見

交
換
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い

る
。

◇
　
　
◇
　
　
◇

　
続
く
会
議
の
議
事
は
、
東
税

政
か
ら
の
報
告
と
し
て
、
令
和

３
年
の
主
な
活
動
、
単
位
税
政

連
の
規
約
改
正
、
栃
木
税
政
連

訴
訟
、
令
和
４
年
度
税
制
改
正

及
び
税
理
士
法
改
正
に
関
す
る

要
望
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ

た
。

　
次
に
各
単
位
税
政
連
と
の
意

見
交
換
が
あ
り
、
単
位
税
政
連

か
ら
は
、
詳
細
な
活
動
報
告
、

規
約
改
正
及
び
会
員
数
増
強
に

向
け
て
の
方
策
や
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
導
入
に
関
す
る
意
見
が

寄
せ
ら
れ
、
熱
心
な
討
議
が
行

わ
れ
た
。

◇
会
員
増
強
表
彰

　
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
で
は
、
前
年

度
の
会
員
数
よ
り
増
員
と
な
っ

た
単
位
税
政
連
に
対
し
、
そ
の

功
労
を
称
え
る
た
め
、
会
員
増

強
表
彰
を
行
っ
て
い
る
。

　
今
回
表
彰
さ
れ
た
単
位
税
政

連
は
、
次
の
と
お
り
。

　
神
田
、
麻
布
、
上
野
、大
森
、

北
沢
、
中
野
、
王
子
、
葛
飾
、

江
東
東
、
青
梅
、
八
王
子
、
町

田
、
東
村
山
、
武
蔵
野
、
武
蔵

府
中
（
以
上
、
�
税
政
連
）
。
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⽇本 X国

消費税無申告
益税となる!!

ゲーム会社

消費者
プラットフォーム運営者

ゲーム配信（電気通信利⽤役務の提供）ダウンロード

①納税管理⼈の届出の求め

②納税管理⼈と
なることの求め

③特定納税管理⼈
として指定

Ⅰ
　
は
じ
め
に

　
私
た
ち
は
、
ス
マ
ホ
や
Ｐ
Ｃ

を
指
先
で
操
っ
て
商
品
や
チ
ケ

ッ
ト
を
購
入
し
、
映
画
や
ゲ
ー

ム
、
音
楽
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
楽
し
む
等
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
経
済

下
で
の
生
活
を
享
受
し
て
い

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
デ
ジ
タ
ル
関
連

企
業
、
特
に
オ
ン
ラ
イ
ン
広
告

や
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
、
ク
ラ

ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
外
国

法
人
の
場
合
、
日
本
国
内
に
課

税
の
根
拠
と
な
る
Ｐ
Ｅ
を
持
た

な
い
こ
と
が
多
く
、
わ
が
国
法

人
税
の
課
税
対
象
外
と
な
り
、

情
報
の
入
手
も
難
し
い
。
そ
し

て
、
日
本
の
消
費
者
に
対
す
る

電
子
商
取
引
に
係
る
消
費
課
税

は
、
基
本
的
に
は
国
外
事
業
者

申
告
納
税
方
式
に
よ
る
申
告
納

税
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、

事
実
上
、執
行
が
困
難
で
あ
り
、

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
に
よ
る

消
費
税
の
申
告
漏
れ
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
の
対

応
策
と
し
て
令
和
３
年
度
改
正

で
導
入
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
を
納

税
管
理
人
と
す
る
制
度
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

Ⅱ
　
納
税
管
理
人
制
度
の
拡
充

（
１
）
改
正
の
背
景

　
納
税
管
理
人
と
は
、
国
内
に

拠
点
を
持
た
な
い
非
居
住
者
や

外
国
法
人
に
代
わ
っ
て
、
納
税

申
告
書
の
提
出
や
税
金
の
納
付

等
を
行
う
居
住
者
等
を
い
う
。

　
消
費
税
の
分
野
で
は
、
国
外

事
業
者
が
消
費
者
向
け
電
気
通

信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
っ
た

場
合
に
は
、課
税
取
引
と
な
り
、

事
業
者
免
税
点
制
度
の
適
用
が

な
い
限
り
、
消
費
税
の
申
告
納

税
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
国
税
通
則
法
一
一
七

条
に
よ
り
納
税
管
理
人
の
設
置

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、

国
外
事
業
者
が
こ
の
義
務
を
履

行
し
な
か
っ
た
場
合
、
本
改
正

前
は
税
務
当
局
に
は
取
り
得
る

法
的
手
段
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

（
２
）
改
正
の
内
容

　
納
税
管
理
人
を
定
め
る
た
め

に
税
務
当
局
が
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
手
段
は
三
つ
あ
る
。

　
ま
ず
、
①
納
税
管
理
人
を
定

め
る
べ
き
納
税
者
が
納
税
管
理

人
の
提
出
を
し
な
か
っ
た
と
き

は
、
そ
の
納
税
者
に
対
し
て
納

税
管
理
人
の
届
出
を
す
べ
き
こ

と
を
書
面
で
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
次
に
、
②
当
該
納
税
者
が
届

出
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、「国

内
便
宜
者
（
外
国
法
人
の
国
内

子
会
社
等
）」
に
対
し
、
そ
の
納

税
者
の
納
税
管
理
人
と
な
る
こ

と
を
書
面
で
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　
さ
ら
に
、
①
の
求
め

を
受
け
た
納
税
者
を

「
特
定
納
税
者
」と
し
、

③
特
定
納
税
者
が
納
税

管
理
人
の
届
出
を
し
な

か
っ
た
と
き
は
、
「
一

定
の
国
内
関
連
者
」
を

国
税
に
関
す
る
調
査
の

対
応
窓
口
と
し
て
、「特

定
納
税
管
理
人
」
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
特
定
納
税
管

理
人
の
中
に
「
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
行
わ
れ
る
取
引
そ
の

他
の
取
引
を
特
定
納
税

者
が
継
続
的
に
又
は
反

復
し
て
行
う
場
を
提
供

す
る
事
業
者
」、い
わ
ゆ

る
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
の
運
営
者

が
含
ま
れ
た
の
で
あ

る
。

（
３
）
執
行
可
能
か
？

　
本
改
正
は
、
令
和
４

年
１
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
こ

と
と
な
る
が
、
実
務
上
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
消
費

税
無
申
告
で
あ
る
「特
定
納
税

者
」
を
如
何
に
し
て
特
定
し
て

い
く
の
か
、
そ
の
情
報
源
を
ど

う
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生

じ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
消
費

者
向
け
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ

を
供
給
し
て
い
る
国
外
事
業
者

は
膨
大
で
あ
り
、
そ
の
選
別
も

困
難
を
極
め
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
一
方
、
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
の
運
営
者
か
ら
す

る
と
、
自
社
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
を
利
用
し
て
い
る
国
外
事

業
者
の
情
報
提
供
を
求
め
ら
れ

る
可
能
性
や
、
特
定
納
税
管
理

人
に
指
定
さ
れ
た
場
合
の
事
務

負
担
等
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
考
慮
し
た

契
約
条
項
や
規
約
の
見
直
し
が

必
要
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
デ

ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
経
済
的
発
展
を
阻
害
す
る
の

で
は
と
の
懸
念
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

Ⅲ
　
欧
州
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル

・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者

を
活
用
し
た
モ
デ
ル
ル
ー
ル

　
２
０
２
０
年
７
月
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
が
公
表
し
た
「
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
及
び
ギ
グ
エ
コ

ノ
ミ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
情
報
の
通
告
ル
ー

ル
」
は
、
国
境
を
越
え
た
ユ
ー

ザ
ー
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
す
る

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
が

取
引
の
仲
介
を
す
る
場
合
を
念

頭
に
置
き
、
税
務
当
局
が
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
に
販
売

者
の
情
報
を
求
め
、
当
該
情
報

を
租
税
条
約
の
情
報
交
換
で
通

知
す
る
こ
と
に
よ
り
税
務
当
局

間
で
共
有
す
る
仕
組
み
に
関
す

る
モ
デ
ル
ル
ー
ル
で
あ
る
。
Ｅ

Ｕ
で
も
２
０
２
１
年
３
月
に
Ｅ

Ｕ
指
令
２
０
２
１
／
５
１
４
と

し
て
採
択
さ
れ
て
い
る
。

　
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
を
運
営
す
る
企
業
の
扱
い

が
現
在
の
国
際
課
税
問
題
の
一

つ
の
大
き
な
焦
点
と
な
っ
て
い

る
中
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
が
揃

っ
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運

営
者
の
報
告
義
務
を
統
一
し
、

税
務
当
局
に
よ
る
情
報
交
換
の

枠
組
み
を
示
し
た
意
義
は
大
き

い
。

　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
の
販

売
者
が
国
外
事
業
者
の
場
合
、

情
報
の
入
手
に
は
国
際
的
な
枠

組
み
の
構
築
が
必
要
で
あ
り
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
適
正
な
課

税
を
実
現
す
る
の
は
極
め
て
困

難
と
な
る
。
将
来
的
に
は
わ
が

国
で
も
法
制
化
さ
れ
る
可
能
性

は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

Ⅳ
　
お
わ
り
に

　
わ
が
国
で
は
、
平
成
�
年
度

改
正
で
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を

運
営
す
る
企
業
に
対
し
、
不
特

定
の
ユ
ー
ザ
ー
の
納
税
関
係
情

報
に
つ
い
て
税
務
当
局
に
よ
る

情
報
照
会
の
仕
組
み
が
拡
充
さ

れ
（
通
法
�
条
の
７
の
２
）
、

本
改
正
で
は
、
特
定
納
税
管
理

人
と
し
て
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

運
営
者
を
指
定
で
き
る
法
整
備

が
整
っ
た
。
し
か
し
、
運
用
面

か
ら
す
る
と
情
報
入
手
の
国
際

的
な
枠
組
み
が
未
開
発
で
あ

り
、
国
内
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

か
ら
の
情
報
に
限
ら
れ
、
そ
の

範
囲
で
の
運
用
と
な
り
そ
う
で

あ
る
。
国
外
事
業
者
と
国
内
事

業
者
の
税
負
担
の
不
平
等
感
を

拭
う
に
は
、
さ
ら
な
る
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
者
へ
の
規

制
、
例
え
ば
源
泉
徴
収
制
度
の

活
用
等
も
議
論
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
の
運
営
者
は
利
益
獲
得
を

目
指
す
私
企
業
で
あ
り
、
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
ユ

ー
ザ
ー
と
は
単
に
利
用
契
約
の

相
手
方
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た

め
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営

者
に
課
さ
れ
る
ユ
ー
ザ
ー
情
報

の
提
供
や
税
務
調
査
の
窓
口
業

務
を
行
う
こ
と
は
、
過
度
な
事

務
負
担
で
あ
り
、
何
ら
合
理
性

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

の
批
判
も
あ
り
得
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ジ
タ
ル

・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
個
人

情
報
を
含
む
膨
大
な
デ
ー
タ
を

収
集
し
、
そ
れ
ら
を
駆
使
し
た

グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開

す
る
と
と
も
に
無
数
の
人
々
に

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
イ
ン
フ
ラ
ビ
ジ
ネ

ス
で
も
あ
る
。
か
つ
て
交
通
・

通
信
・
電
力
等
の
イ
ン
フ
ラ
が

公
共
事
業
と
し
て
政
府
の
規
制

下
に
置
か
れ
た
よ
う
に
、
デ
ジ

タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運

営
者
に
も
、
適
正
・
公
平
な
課

税
を
実
現
す
る
た
め
に
公
的
機

関
か
ら
の
要
請
に
応
じ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
政
策
副
委
員
長
・
湊
昭
子
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

【
参
考
文
献
】

・
令
和
３
年
版
改
正
税
法
の
す

べ
て

・
大
野
雅
人
「
Ｄ
Ａ
Ｃ
７
：
Ｅ

Ｕ
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
出
店
者
情
報
の
収
集
」
租
税
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号
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麹
町
税
理
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政
治
連
盟
　
会
長
　
太
田
　
伸
弥

神
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税
理
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盟
　
会
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吉
野
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日
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会
長
　
小
山
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理
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光
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屋
　
栄
悦

新
宿
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
菊
池
　
　
純

中
野
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
越
田
　
勝
則

杉
並
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
成
田
　
忠
幸

荻
窪
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
青
木
　
秀
壽

板
橋
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
青
木
　
　
学

練
馬
東
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
清
水
　
順
三

練
馬
西
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
鳥
山
　
直
哉

豊
島
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
五
十
井
　
恵

王
子
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
遠
田
　
晴
雄

荒
川
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
菅
野
　
昭
文

足
立
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
立
田
　
　
彰

西
新
井
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
浅
香
　
敏
明

本
所
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
古
庄
　
一
夫

向
島
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
吉
本
　
俊
夫

葛
飾
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
越
澤
　
靖
久

江
戸
川
北
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
菅
原
　
勝
義

江
戸
川
南
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
石
田
　
　
肇

江
東
西
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
矢
ノ
目
　
忠

江
東
東
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
伊
東
　
　
宏

青
梅
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
渡
辺
　
　
晃

八
王
子
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
花
形
　
守
康

日
野
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
山
下
　
雅
裕

町
田
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
熊
澤
　
芳
子

立
川
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
大
久
保
昭
彦

東
村
山
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
森
　
　
政
史

武
蔵
野
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
堤
　
　
信
之

武
蔵
府
中
税
理
士
政
治
連
盟
　
会
長
　
松
山
　
　
晃

　
昨
年
�
月
�
日
、
令
和
４
年

度
与
党
税
制
改
正
大
綱
が
公
表

さ
れ
た
。

　
前
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
検

討
事
項
と
さ
れ
た
税
理
士
制
度

の
見
直
し
は
、
六
　
納
税
環
境

整
備
の
中
に
税
理
士
制
度
の
見

直
し
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ

た
。

　
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
し
て

は
、
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式

へ
の
円
滑
な
制
度
移
行
に
向
け

て
、
政
府
・
与
党
は
一
体
と
な

っ
て
万
全
の
対
応
を
進
め
る
旨

の
表
記
が
な
さ
れ
た
。

　
施
行
が
来
年
（
令
和
５
年
�

月
）
に
迫
っ
て
い
る
が
、
本
連

盟
は
そ
の
影
響
の
正
確
な
把
握

に
努
め
、
引
き
続
き
改
正
要
望

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

税
制
改
正
大
綱
の
主
な
内
容

一
　
個
人
所
得
課
税

〇
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場

合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除

適
用
期
限
を
令
和
７
年
�
月
�

日
ま
で
４
年
延
長
す
る
と
と
も

に
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

①
控
除
率
は
住
宅
借
入
金
残
高

の
０
・
７
％
に
引
き
下
げ
る
。

②
控
除
期
間
は
�
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
令
和
６
年
・
７
年
の

入
居
、
既
存
住
宅
の
取
得
又
は

住
宅
の
増
改
築
等
に
つ
い
て
は

控
除
期
間
を
�
年
と
す
る
。

③
適
用
対
象
者
の
所
得
要
件
を

２
０
０
０
万
円
以
下
に
引
き
下

げ
る
。

④
借
入
限
度
額
は
、
認
定
住
宅

は
５
０
０
０
万
円
、Ｚ
Ｅ
Ｈ
（ゼ

ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス
）

水
準
省
エ
ネ
住
宅
は
４
５
０
０

万
円
、
省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅

は
４
０
０
０
万
円
、
認
定
住
宅

等
以
外
の
住
宅
に
つ
い
て
は
３

０
０
０
万
円
と
す
る
。
な
お
、

令
和
６
年
・
７
年
の
入
居
に
つ

い
て
は
、
令
和
４
年
・
５
年
の

入
居
よ
り
限
度
額
を
１
０
０
０

万
円
（
認
定
住
宅
は
５
０
０
万

円
）
引
き
下
げ
る
。
既
存
住
宅

は
２
０
０
０
万
円
と
す
る
。

〇
居
住
用
財
産
の
買
換
え
等
の

場
合
の
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除

等
の
適
用
期
限
を
令
和
５
年
�

月
�
日
ま
で
２
年
延
長
す
る
。

〇
特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損

失
の
繰
越
控
除
等
の
適
用
期
限

を
令
和
５
年
�
月
�
日
ま
で
２

年
延
長
す
る
。

二
　
資
産
課
税

〇
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等

資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の

贈
与
税
の
非
課
税
措
置
等
　

①
適
用
期
限
を
令
和
５
年
�
月

�
日
ま
で
２
年
延
長
す
る
。

②
非
課
税
限
度
額
は
、
住
宅
用

家
屋
の
取
得
等
に
係
る
契
約
の

締
結
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、
住

宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け

て
新
築
等
を
し
た
次
に
掲
げ
る

住
宅
用
家
屋
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
と

す
る
。

・
耐
震
、
省
エ
ネ
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
住
宅
用
家
屋
：
１
０
０

０
万
円

・
右
記
以
外
の
住
宅
用
家
屋
：

５
０
０
万
円

③
適
用
対
象
と
な
る
既
存
住
宅

用
家
屋
の
要
件
に
つ
い
て
、
築

年
数
要
件
を
廃
止
す
る
と
と
も

に
、
新
耐
震
基
準
に
適
合
し
て

い
る
住
宅
用
家
屋
（
登
記
簿
上

の
建
築
日
付
が
昭
和
�
年
１
月

１
日
以
降
の
家
屋
に
つ
い
て

は
、
新
耐
震
基
準
に
適
合
し
て

い
る
住
宅
用
家
屋
と
み
な
す
。）

で
あ
る
こ
と
を
加
え
る
。

④
受
贈
者
の
年
齢
要
件
を
�
歳

以
上
に
引
き
下
げ
る
。

（
注
）
右
記
の
改
正
は
、
令
和

４
年
１
月
１
日
（
上
記
④
の
改

正
に
つ
い
て
は
、
同
年
４
月
１

日
）
以
後
に
贈
与
に
よ
り
取
得

す
る
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る

贈
与
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

三
　
法
人
課
税

〇
給
与
等
の
支
給
額
が
増
加
し

た
場
合
の
税
額
控
除
制
度
の
う

ち
新
規
雇
用
者
に
係
る
措
置
の

改
組

　
給
与
等
の
支
給
額
が
増
加
し

た
場
合
の
税
額
控
除
制
度
の
う

ち
新
規
雇
用
者
に
係
る
措
置
を

改
組
し
、
青
色
申
告
書
を
提
出

す
る
法
人
が
、
令
和
４
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
１
日

ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業

年
度
に
お
い
て
国
内
雇
用
者
に

対
し
て
給
与
等
を
支
給
す
る
場

合
に
お
い
て
、
継
続
雇
用
者
給

与
等
支
給
額
の
継
続
雇
用
者
比

較
給
与
等
支
給
額
に
対
す
る
増

加
割
合
が
３
％
以
上
で
あ
る
と

き
は
、
控
除
対
象
雇
用
者
給
与

等
支
給
増
加
額
の
�
％
の
税
額

控
除
が
で
き
る
制
度
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
継
続
雇

用
者
給
与
等
支
給
額
の
継
続
雇

用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
に
対

す
る
増
加
割
合
が
４
％
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
税
額
控
除
率
に

�
％
を
加
算
し
、
教
育
訓
練
費

の
額
の
比
較
教
育
訓
練
費
の
額

に
対
す
る
増
加
割
合
が
�
％
以

上
で
あ
る
と
き
は
、
税
額
控
除

率
に
５
％
を
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
控
除
税
額
は
、
当
期
の
法

人
税
額
の
�
％
を
上
限
と
す
る

（
所
得
税
に
つ
い
て
も
同
様
と

す
る
。
）
。

（
注
）
「
継
続
雇
用
者
給
与
等

支
給
額
」
と
は
、
継
続
雇
用
者

（
当
期
及
び
前
期
の
全
期
間
の

各
月
分
の
給
与
等
の
支
給
が
あ

る
雇
用
者
で
一
定
の
も
の
を
い

う
。
）
に
対
す
る
給
与
等
の
支

給
額
を
い
い
、
上
記
の
「
継
続

雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
」

と
は
、
前
期
の
継
続
雇
用
者
給

与
等
支
給
額
を
い
う
。
設
立
事

業
年
度
は
対
象
外
と
す
る
。

〇
中
小
企
業
に
お
け
る
所
得
拡

大
促
進
税
制
に
つ
い
て
、
税
額

控
除
率
の
上
乗
せ
措
置
を
次
の

と
お
り
と
す
る
見
直
し
を
行
っ

た
上
、
そ
の
適
用
期
限
を
１
年

延
長
す
る
（
所
得
税
に
つ
い
て

も
同
様
と
す
る
。
）
。

①
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の
比

較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
に
対

す
る
増
加
割
合
が
２
・
５
％
以

上
で
あ
る
場
合
に
は
、
税
額
控

除
率
に
�
％
を
加
算
す
る
。

②
教
育
訓
練
費
の
額
の
比
較
教

育
訓
練
費
の
額
に
対
す
る
増
加

割
合
が
�
％
以
上
で
あ
る
場
合

に
は
、
税
額
控
除
率
に
�
％
を

加
算
す
る
。

四
　
消
費
課
税

〇
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の

登
録
に
つ
い
て
、
次
の
見
直
し

を
行
う
。

①
免
税
事
業
者
が
令
和
５
年
�

月
１
日
か
ら
令
和
�
年
９
月
�

日
ま
で
の
日
の
属
す
る
課
税
期

間
中
に
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
の
登
録
を
受
け
る
場
合
に

は
、
そ
の
登
録
日
か
ら
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
　

②
右
記
①
の
適
用
を
受
け
て
登

録
日
か
ら
課
税
事
業
者
と
な
る

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
（
そ

の
登
録
日
が
令
和
５
年
�
月
１

日
の
属
す
る
課
税
期
間
中
で
あ

る
者
を
除
く
。
）
の
そ
の
登
録

日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
翌
課

税
期
間
か
ら
そ
の
登
録
日
以
後

２
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

課
税
期
間
ま
で
の
各
課
税
期
間

に
つ
い
て
は
、
事
業
者
免
税
点

制
度
を
適
用
し
な
い
。

③
そ
の
他
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
の
登
録
に
係
る
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
。

○
仕
入
明
細
書
等
に
よ
る
仕
入

税
額
控
除
は
、
そ
の
課
税
仕
入

れ
が
他
の
事
業
者
が
行
う
課
税

資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
場

合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
。

○
区
分
記
載
請
求
書
の
記
載
事

項
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
提
供

を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
、
適

格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の

者
か
ら
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に

係
る
税
額
控
除
に
関
す
る
経
過

措
置
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
。

六
　
納
税
環
境
整
備

〇
税
理
士
制
度
の
見
直
し

　
税
理
士
制
度
に
つ
い
て
、
次

の
見
直
し
を
行
う
。

⑴
税
理
士
の
業
務
の
電
子
化
等

の
推
進

⑵
税
理
士
事
務
所
の
該
当
性
の

判
定
基
準
の
見
直
し

⑶
税
務
代
理
の
範
囲
の
明
確
化

①
税
務
代
理
を
行
う
に
当
た
っ

て
前
提
と
な
る
通
知
等
に
つ
い

て
、
税
務
代
理
権
限
証
書
に
記

載
さ
れ
た
税
理
士
又
は
税
理
上

法
人
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
明
確
化
す
る
等
の
運
用

上
の
対
応
を
行
う
。

②
税
務
代
理
権
限
証
書
に
つ
い

て
、
税
務
代
理
に
該
当
し
な
い

代
理
を
そ
の
様
式
に
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等

の
見
直
し
を
行
う
。
（
注
）
上

記
②
の
改
正
は
、
令
和
６
年
４

月
１
日
以
後
に
提
出
す
る
税
務

代
理
権
限
証
書
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

⑷
税
理
士
会
の
総
会
等
の
招
集

通
知
及
び
議
決
権
の
行
使
の
委

任
の
電
子
化

⑸
税
理
士
名
簿
等
の
作
成
方
法

の
明
確
化

⑹
税
理
士
試
験
の
受
験
資
格
要

件
の
緩
和

税
理
士
試
験
の
受
験
資
格
に
つ

い
て
、
次
の
見
直
し
を
行
う
。

①
会
計
学
に
属
す
る
科
目
の
受

験
資
格
を
不
要
と
す
る
。

（
注
）
こ
の
改
正
は
、
令
和
５

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

⑺
税
理
士
法
人
制
度
の
見
直
し

①
税
理
士
法
人
の
業
務
の
範
囲

に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
加
え

る
。

イ
租
税
に
関
す
る
教
育
そ
の
他

知
識
の
普
及
及
び
啓
発
の
業
務

ロ
後
見
人
等
の
地
位
に
就
き
、

他
人
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
代

理
を
行
う
業
務
等

⑻
懲
戒
処
分
を
受
け
る
べ
き
で

あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定

制
度
の
創
設
等

①
財
務
大
臣
は
、
税
理
士
で
あ

っ
た
者
に
つ
き
税
理
士
で
あ
っ

た
期
間
内
に
懲
戒
処
分
の
対
象

と
な
る
行
為
又
は
事
実
が
あ
る

と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
税
理

士
で
あ
っ
た
者
が
懲
戒
処
分
を

受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
決
定
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
財
務
大
臣
は
、
そ

の
税
理
上
で
あ
っ
た
者
が
受
け

る
べ
き
で
あ
っ
た
懲
戒
処
分
の

種
類
（
そ
の
懲
戒
処
分
が
税
理

士
業
務
の
停
止
の
処
分
で
あ
る

場
合
に
は
、
懲
戒
処
分
の
種
類

及
び
税
理
士
業
務
の
停
止
を
す

べ
き
期
間
）
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
。

（
注
）
財
務
大
臣
は
、
上
記
の

決
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
そ
の
旨
を
官
報
を
も
っ
て
公

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
税
理
士
の
欠
格
条
項
に
、
上

記
①
に
よ
り
税
理
士
業
務
の
禁

止
の
懲
戒
処
分
を
受
け
る
べ
き

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
決
定

を
受
け
た
者
で
、
そ
の
決
定
を

受
け
た
日
か
ら
３
年
を
経
過
し

な
い
も
の
を
加
え
る
。

③
税
理
士
の
登
録
拒
否
事
由

に
、
上
記
①
に
よ
り
税
理
士
業

務
の
停
止
の
懲
戒
処
分
を
受
け

る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
決
定
を
受
け
た
者
で
、
上
記

①
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
税

理
士
業
務
の
停
止
を
す
べ
き
期

間
を
経
過
し
な
い
も
の
を
加
え

る
。

（
注
）
こ
の
改
正
は
、
令
和
５

年
４
月
１
日
以
後
に
し
た
違
反

行
為
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

⑼
懲
戒
処
分
等
の
除
斥
期
間
の

創
設

　
税
理
士
等
に
係
る
懲
戒
処
分

に
つ
い
て
、
懲
戒
の
事
由
が
あ

っ
た
と
き
か
ら
�
年
を
経
過
し

た
と
き
は
、
懲
戒
の
手
続
を
開

始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

と
す
る
。
（
注
１
）
税
理
士
法

人
の
税
理
士
法
違
反
行
為
等
に

対
す
る
処
分
及
び
上
記
⑻
①
の

決
定
に
つ
い
て
、
上
記
と
同
様

の
措
置
を
講
ず
る
。
（
注
２
）

右
記
の
改
正
は
、
令
和
５
年
４

月
１
日
以
後
に
し
た
違
反
行
為

等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

⑽
税
理
士
法
に
違
反
す
る
行
為

又
は
事
実
に
関
す
る
調
査
の
見

直
し

①
税
理
士
法
に
違
反
す
る
行
為

又
は
事
実
に
関
す
る
調
査
に
係

る
質
間
検
査
等
の
対
象
に
、
税

理
士
で
あ
っ
た
者
及
び
税
理
士

業
務
の
制
限
又
は
名
称
の
使
用

制
限
に
違
反
し
た
と
思
料
さ
れ

る
者
を
加
え
る
。

②
国
税
庁
長
官
は
、
税
理
士
法

に
違
反
す
る
行
為
又
は
事
実
が

あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
関

係
人
又
は
官
公
署
に
対
し
、
　

当
該
職
員
を
し
て
、
必
要
な
帳

簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
閲
覧

又
は
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求

め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

（
注
）
右
記
①
の
改
正
は
令
和

５
年
４
月
１
日
以
後
に
行
う
質

間
検
査
等
に
つ
い
て
、
右
記
②

の
改
正
は
同
日
以
後
に
行
う
協

力
の
求
め
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
適
用
す
る
。

⑾
税
理
士
が
申
告
書
に
添
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
計
算
事
項
、

審
査
事
項
等
を
記
載
し
た
書
面

に
関
す
る
様
式
の
整
備

⑿
税
理
士
試
験
受
験
願
書
等
に

関
す
る
様
式
の
整
備

⒀
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
。

〇
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係

る
電
磁
的
記
録
の
保
存
へ
の
円

滑
な
移
行
の
た
め
の
宥
恕
措
置

の
整
備

　
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係

る
電
磁
的
記
録
の
保
存
制
度
に

つ
い
て
、
令
和
４
年
１
月
１
日

か
ら
令
和
５
年
�
月
�
日
ま
で

の
間
に
申
告
所
得
税
及
び
法
人

税
に
係
る
保
存
義
務
者
が
行
う

電
子
取
引
に
つ
き
、
納
税
地
等

の
所
轄
税
務
署
長
が
当
該
電
子

取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁

的
記
録
を
保
存
要
件
に
従
っ
て

保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
、
か

つ
、
当
該
保
存
義
務
者
が
質
間

検
査
権
に
基
づ
く
当
該
電
磁
的

記
録
の
出
力
書
面
（
整
然
と
し

た
形
式
及
び
明
瞭
な
状
態
で
出

力
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の

提
示
又
は
提
出
の
求
め
に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
存
要

件
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
電
磁

的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
経
過
措
置

を
講
ず
る
。
（
注
１
）
右
記
の

改
正
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日

以
後
に
行
う
電
子
取
引
の
取
引

情
報
に
つ
い
て
適
用
す
る
。（注

２
）
右
記
の
電
子
取
引
の
取
引

情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
出

力
書
面
等
を
保
存
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録

の
保
存
に
関
す
る
上
記
の
措
置

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
電

磁
的
記
録
の
保
存
要
件
へ
の
対

応
が
困
難
な
事
業
者
の
実
情
に

配
意
し
、
引
き
続
き
保
存
義
務

者
か
ら
納
税
地
等
の
所
轄
税
務

署
長
へ
の
手
続
を
要
せ
ず
そ
の

出
力
書
面
等
に
よ
る
保
存
を
可

能
と
す
る
よ
う
、
運
用
上
、
適

切
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

東 京 税 政 連 （４）第２２６号２０２２年（令和４年）１月１日（土曜日） 　 　



末
松
義
規
氏

矢
ノ
目
忠
氏

森
下
清
隆
氏

吉
川
裕
一
氏

坂
田
覚
氏

菅
原
祥
元
氏

白
熱
し
た
討
議
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た

　
本
連
盟
は
�
月
�
日
、
衆
議

院
第
二
議
員
会
館
に
お
い
て

「
公
明
党
と
の
懇
談
会
」
を
開

催
し
た
＝
写
真
。

　
冒
頭
、
名
倉
会
長
か
ら
、
次

の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

　
先
の
衆
議
院
総
選
挙
の
結
果

か
ら
、
自
民
・
公
明
に
よ
る
安

定
し
た
政
権
運
営
に
期
待
し
て

い
る
。
税
制
改
正
要
望
に
お
い

て
本
連
盟
で
は
、
要
望
事
項
と

し
て
昨
年
に
引
き
続
き
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
の
導
入
反
対
を
訴
え

て
い
る
が
、
平
成
�
年
の
所
得

税
法
改
正
に
お
け
る
附
則
第
１

７
１
号
へ
の
対
応
を
お
願
い
す

る
と
共
に
、
今
回
は
免
税
事
業

者
の
現
場
の
声
を
お
話
し
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
８

年
ぶ
り
に
税
理
士
法
の
大
幅
改

正
も
要
望
し
て
い
る
の
で
、
次

の
税
制
改
正
大
綱
に
反
映
さ
れ

る
よ
う
協
力
さ
れ
た
い
。

　
続
い
て
、
党
選
挙
対
策
委
員

長
の
高
木
陽
介
衆
議
院
議
員
か

ら
、次
の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

　
毎
年
東
税
政
か
ら
は
多
く
の

税
制
改
正
要
望
を
い
た
だ
い
て

い
る
が
、
わ
が
党
と
忌
憚
の
な

い
話
し
合
い
を
行
っ
て
き
た
。

税
制
は
国
民
生
活
に
と
っ
て
重

要
な
も
の
で
あ
り
、
し
っ
か
り

と
議
論
を
重
ね
、
国
民
や
中
小

企
業
が
納
得
す
る
税
制
の
構
築

が
我
々
政
治
家
の
役
目
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
税
理
士
政
治

連
盟
か
ら
の
要
望
を
党
税
調
に

て
反
映
す
る
よ
う
尽
力
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
◇
　
◇
　
◇

　
こ
の
あ
と
、
新
木
政
策
副
委

員
長
か
ら
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

導
入
反
対
、
災
害
損
失
控
除
の

創
設
、
欠
損
金
の
繰
り
戻
し
還

付
制
度
の
拡
充
、
さ
ら
に
名
倉

会
長
か
ら
税
理
士
法
改
正
に
関

す
る
要
望
事
項
の
詳
細
な
説
明

が
あ
り
、
各
要
望
項
目
に
関
し

議
員
と
の
熱
心
な
意
見
交
換
が

行
わ
れ
た
。

　
な
お
、
当

懇
談
会
に
参

加
し
た
議
員

は
、
次
の
と

お
り
。

【
衆
議
院
】

高

木

陽

介

（
比

例

東

京
）
、
岡
本

三
成
（
東
京

�
区
）
、
河

西
宏
一
（
比

例
東
京
）

【
参
議
院
】

竹
谷
と
し
子

（
東
京
）
、

塩

田

博

昭

（
比
例
）

　
�
月
８
日
、
本
連
盟
は
東
京

税
理
士
会
と
共
催
で
「
税
制
改

正
要
望
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２

１
」
を
参
議
院
議
員
会
館
に
て

開
催
し
た
。

　
今
回
で
６
回
目
を
迎
え
る
こ

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
目
的
は
、「令

和
４
年
度
税
制
改
正
の
動
向
に

つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
東
京

会
と
本
連
盟
の
税
制
改
正
に
関

す
る
要
望
を
説
明
し
国
会
議
員

と
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
行
い
、
意
見
交
換
を
通
じ

て
要
望
の
実
現
を
図
る
こ
と
で

あ
る
。

　
今
回
は
、
本
連
盟
の
新
木
政

策
副
委
員
長
の
司
会
で
進
行

し
、
東
京
会
・
調
査
研
究
部
の

矢
ノ
目
忠
部
長
の
開
会
の
あ
い

さ
つ
に
続
き
、
東
京
会
の
平
井

貴
昭
副
会
長
か
ら
次
の
と
お
り

あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

　
近
年
、
税
制
改
正
に
お
い
て

大
規
模
な
改
正
は
な
か
っ
た

が
、
消
費
税
に
関
し
て
は
、
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
以
外
で
も

複
雑
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
ま

た
、
相
続
税
と
贈
与
税
の
一
体

課
税
な
ど
も
注
視
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
税
制
が
複
雑
化
す
る

傾
向
は
、
租
税
回
避
行
為
の
防

止
に
重
点
を
置
く
あ
ま
り
、
租

税
の
基
本
原
則
で
あ
る
公
平
・

中
立
・
簡
素
の
う
ち
の
簡
素
が

軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
近
年
の
こ

の
傾
向
か
ら
、
税
制
と
は
も
っ

と
お
お
ら
か
な
も
の
で
あ
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。

　
　
　
◇
　
◇
　
◇

　
次
に
第
一
部
で
は
、
本
連
盟

の
森
下
清
隆
政
策
委
員
長
か

ら
、
本
連
盟
の
「
令
和
４
年
度

税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
書

（
概
要
）
」
を
基
に
、
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ

ス
方
式
）
の
導
入
反
対
、
役
員

給
与
税
制
の
抜
本
的
な
見
直

し
、
災
害
損
失
控
除
の
創
設
な

ど
に
関
す
る
説
明
が
あ
っ
た
。

　
続
く
第
２
部
で
は
、
「
令
和

４
年
度
税
制
改
正
の
動
向
に
つ

い
て
」
を
テ
ー
マ
に
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ

た
。
参
加
パ
ネ
リ
ス
ト
は
、
次

の
と
お
り
。

【
パ
ネ
リ
ス
ト
】

衆
議
院
議
員

　
末
松
義
規
氏
（立
憲
民
主
党
）

東
京
税
理
士
会

　
矢
ノ
目
忠
調
査
研
究
部
長

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

　
吉
川
裕
一
国
対
委
員
長

東
京
税
理
士
政
治
連
盟

　
菅
原
祥
元
副
会
長

【
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
】

東
京
税
理
士
政
治
連
盟

　
森
下
清
隆
政
策
委
員
長

　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

開
始
に
あ
た
り
名
倉
会
長
か
ら

次
の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

　
昨
年
実
施
さ
れ
た
持
続
化
給

付
金
の
申
請
で
は
、
本
人
に
よ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
み
が
認

め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
る
混
乱
が

生
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
日
参

加
さ
れ
て
い
る
末
松
議
員
が
財

務
金
融
委
員
会
に
お
い
て
、
税

理
士
を
活
用
し
混
乱
回
避
を
図

る
べ
き
と
の
意
見
を
述
べ
、
結

果
、
税
理
士
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト

が
実
現
し
、
ひ
い
て
は
税
理
士

に
対
す
る
納
税
者
の
信
頼
を
従

前
以
上
に
得
る
こ
と
が
で
き

た
。

　
与
党
税
制
改
正
大
綱
の
公
表

は
間
近
に
迫
っ
て
い
る
が
、
末

松
議
員
を
交
え
て
有
意
義
な
パ

ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
な

る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

　
　
◇
　
◇
　
◇

　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

で
は
、
主
に
①
東
京
税
理
士
会

の
税
制
改
正
意
見
書
の
重
要
項

目
、
②
各
国
会
議
員
に
対
し
行

っ
た
陳
情
の
感
触
、
③
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
、
④
最
低
賃
金
引
き

上
げ
に
向
け
た
対
策
、
⑤
災
害

損
失
控
除
の
創
設
な
ど
に
つ
い

て
討
議
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
後
半
は
坂
田
幹
事
長

に
よ
り
、
税
制
改
正
法
案
成
立

ま
で
の
行
程
や
、
与
党
税
制
調

査
会
に
お
け
る
税
制
改
正
大
綱

公
表
ま
で
の
審
議
経
過
な
ど
に

関
す
る
説
明
が
あ
り
、
予
定
し

て
い
た
内
容
を
全
て
終
了
し

た
。

　
な
お
、
今
回
の
開
催
に
あ
た

り
本
連
盟
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
防
止

策
と
し
て
従
来
の
規
模
よ
り
縮

小
し
て
開
催
し
た
。
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本
連
盟
で
は
、
�
月
�
日
の
日
税
政
の
一
斉
陳
情
に
参
加
す

る
と
共
に
翌
�
日
と
�
日
に
一
斉
陳
情
を
実
施
し
た
。今
回
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
反
対
及
び
災
害
損
失
控
除
の
創
設
な

ど
令
和
４
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
、
並
び
に
税
理
士
法

改
正
に
関
す
る
要
望
を
衆
参
両
議
員
�
名
（
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
含

む
）
に
強
く
要
望
し
た
。

　
【
写
真
は
�
音
順
】

石
原
宏
高
議
員
（
中
央
）

伊
藤
達
也
議
員
（
中
央
）

大
西
英
男
議
員
（
左
）

小
倉
將
信
議
員
（
中
央
）

小
田
原
潔
議
員
（
右
２
人
目
））

落
合
貴
之
議
員
（
左
２
人
目
）

海
江
田
万
里
議
員
（右
２
人
目
）

柿
沢
未
途
議
員
（
中
央
）

平
将
明
議
員
（
右
２
人
目
）

下
村
博
文
議
員
（
中
央
）

辻
清
人
議
員
（
中
央
）

土
田
慎
議
員
（
左
２
人
目
）

長
島
昭
久
議
員
（
中
央
）

白
眞
勲
議
員
（
中
央
）

平
沢
勝
栄
議
員
（
中
央
）

松
島
み
ど
り
議
員
（
中
央
）

松
原
仁
議
員
（
中
央
）

松
本
洋
平
議
員
（
中
央
）

山
田
美
樹
議
員
（
中
央
）

若
宮
健
嗣
議
員
（
中
央
）

山
口
那
津
男
議
員
（
中
央
）

「税政連サポート募金」は政治資金規正法の関係上、
個人の税理士の方を対象としております。法人にお
勤めの方がお振込をされる場合は個人名をご記入下
さいますようお願い申し上げます。また、個人の方
についても日本国籍を有する方に限らせていただき
ます。（規正法第�条、第�条の５）

　本連盟は、国民のための税理士制度及び租税制
度を確立するために必要な政治活動を行っていま
す。
　税政連へのご協力をお願いいたします。

※募金用の郵便振込用紙を挟み込んでおります。
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数
日
前
、
「
神
津
島
沖
合
に

大
量
の
軽
石
」
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
が
出
て
い
た
。
小
笠
原
諸
島

の
海
底
火
山
の
噴
火
で
生
じ
た

軽
石
が
、
伊
豆
諸
島
の
神
津
島

近
海
で
大
量
に
広
が
っ
て
い
る

の
が
確
認
さ
れ
た
の
だ
。
竹
芝

桟
橋
か
ら
大
型
船
で
小
笠
原
ま

で
�
時
間
、
神
津
島
ま
で
�
時

間
（
冬
時
間
）
。
二
つ
の
島
は

�
時
間
も
離
れ
て
い
る
。
東
京

か
ら
小
笠
原
諸
島
ま
で
千
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
神
津
島
ま
で
１
７

０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
約
８
０
０

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
流
さ
れ
て
き

た
の
だ
。

　
�
月
の
末
に
、
神
津
島
に
行

く
機
会
が
あ
っ
た
。
神
津
島
に

は
二
つ
の
港
が
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
前
浜
港
に
、

大
量
に
軽
石
が
広
が
っ
て
い
た

の
だ
。
と
い
っ
て
も
、
私
が
想

像
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
砂
が
浮
い
て
い
る
よ
う

に
し
か
見
え
な
い
が
、
軽
石
な

の
だ
。
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
を
飛

び
越
え
て
？
来
た
の
だ
。
大
き

な
も
の
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
も

あ
っ
た
そ
う
だ
。
一
刻
も
早
く

神
津
島
に
青
く
美
し
い
海
が
戻

れ
ば
い
い
。
そ
し
て
漁
師
さ
ん

も
安
心
し
て
「キ
ン
メ
ダ
イ
漁
」

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
。
　
　
　
　
　
　
（Ｒ
・
Ｈ
）

　
令
和
４
年
の
干
支
は
寅
で
あ

る
。
寅
と
言
え
ば
？
私
の
頭
に

浮
か
ぶ
の
は
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス

し
か
な
い
。
こ
れ
で
は
と
、
息

子
が
持
っ
て
い
る
動
物
図
鑑
を

借
り
て
読
ん
で
み
た
。

　
ト
ラ
と
ラ
イ
オ
ン
の
区
別
も

つ
か
な
い
私
だ
が
、
読
ん
で
み

る
と
実
に
興
味
深
い
。
ト
ラ
は

ネ
コ
科
の

動
物
・
実

は
泳
ぎ
が
上
手
・
そ
し
て
狩
り

の
成
功
確
率
は
５
％
程
度
。
そ

ん
な
中
、
私
が
一
番
興
味
を
引

い
た
の
は
、
ラ
イ
オ
ン
と
違
い

ト
ラ
は
〝
群
れ
な
い
〟
と
い
う

こ
と
だ
。
群
れ
な
い
で
あ
の
強

さ
！
格
好
い
い
！

　
よ
し
、
今
年
の
目
標
が
決
ま

っ
た
。
〝
ト
ラ
の
よ
う
に
個
の

強
さ
を
〟

（
上
野
・
清
水
）

　
コ
ロ
ナ
禍
で
人
々
の
働
き
方

が
変
わ
っ
た
。
以
前
は
満
員
電

車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
の
出
勤
が

当
た
り
前
だ
っ
た
が
、
駅
ナ
カ

に
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
が
で
き
始

め
た
今
、
自
宅
や
外
出
先
で
仕

事
を
す
る
の
が
、
当
た
り
前
と

な
っ
た
。
さ
て
、
本
年
は
税
理

士
法
改
正
が
予
定
さ
れ
、
事
務

所
規
定
の
見
直
し
も

含
ま
れ
て
い
る
。
立

派
な
事
務
所
を
構
え
る
の
は
、

一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
か
も
し
れ

な
い
が
、
今
や
パ
ソ
コ
ン
１
台

あ
れ
ば
、
世
界
中
ど
こ
で
も
仕

事
が
で
き
る
し
、
そ
の
方
が
Ｉ

Ｔ
を
駆
使
し
て
仕
事
を
こ
な
す

ス
マ
ー
ト
な
イ
メ
ー
ジ
す
ら
あ

る
。そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

事
務
所
を
置
く
意
味
を
改
め
て

考
え
た
い
。
（
品
川
・
杉
田
）

災
害
を
乗
り
越
え
て

　
コ
ロ
ナ
と
い
う
大
災
害
が

こ
こ
数
年
世
界
中
に
猛
威
を

振
る
っ
て
い
る
。
し
か
し
大

災
害
と
言
っ
て
思
い
出
す
の

は
や
は
り
２
０
１
１
年
の
東

日
本
大
震
災
だ
。

　
友
人
に
話
を
聞
く
と
、
皆

大
き
な
被
害
は
受
け
て
い
な

い
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
私

の
事
務
所
は
写
真
の
ご
と
く

ほ
ぼ
壊
滅
状
態
だ
っ
た
。
確

定
申
告
終
盤
の
時
期
だ
っ
た

た
め
に
途
方
に
暮
れ
た
記
憶

が
あ
る
。事
務
所
の
片
付
け
、

壊
れ
た
パ
ソ
コ
ン
、
見
つ
か

ら
な
い
資
料
、
一
時
は
絶
望

し
た
が
、
何
と
か
確
定
申
告

を
乗
り
切
っ
た
。

　
も
う
１
枚
の
写
真
は
震
災

の
前
日
、
３
月
�
日
の
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
建
設
中
の
写
真

だ
。
我
が
家
は
ス
カ
イ
ツ
リ

ー
の
そ
ば
に
あ
り
、
建
設
中

か
ら
気
が
向
け
ば
カ
メ
ラ
を

向
け
て
い
た
。
ス
カ
イ
ツ
リ

ー
は
こ
の
１
年
後
に
竣
工
と

な
る
が
、
震
災
の
時
は
、
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
は
大
丈
夫
か

な
、
な
ど
と
心
配
に
な
っ
た

も
の
だ
。
し
か
し
今
で
は
何

も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
に
そ

び
え
立
っ
て
い
る
。

　
壊
れ
て
い
く
も
の
と
作
り

上
げ
て
い
く
も
の
、
コ
ロ
ナ

で
壊
れ
て
し
ま
っ
た
私
た
ち

の
生
活
も
、
い
つ
か
は
復
旧

さ
れ
、
当
た
り
前
の
よ
う
に

普
通
の
生
活
が
送
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

令
和
３
・
�
・
�

辻
清
人
後
援
会

国
政
報
告
会

東京税理士会・東京税理士政治連盟共催

合同セミナーのご案内

日　　時　令和４年２月７日（月）午後２時～４時�分
会　　場　衆議院議員会館を予定
参 加 費　無　料
構　　成
（第１部）基調講演
　　講演テーマ　『我が国における公会計の現状と課題
　　　　　　　　―財政の「見える化」への取り組み―』
　　講演者　竹谷とし子氏（参議院議員・税理士・公明党）
（第２部）パネルディスカッション
　　テーマ　「令和４年度税制改正大綱を読む」
　　パネリスト　うえの賢一郎氏（衆議院議員　自民税調幹事）

小倉　將信氏（衆議院議員　自民税調幹事）
矢ノ目　忠氏（東京税理士会　調査研究部長）
菅原　祥元氏（東京税理士政治連盟　副会長）

　　コーディネーター
　　　　　　　　森下　清隆氏（東京税理士政治連盟　政策委員長）
定　　員　�名（＊受講の際には入館証が必要となるた

め、必ず事前に申し込んでください。）
申込方法　「東京税理士界」１月１日号案内版掲載の申

込用紙に必要事項をご記入うえ１月�日（火）
までにお申し込み下さい。

※マスク着用の上ご来場下さい。当日、体調のすぐれな
い方は、ご来場をお控え下さい。
※研修カードを当日ご持参ください。
※講演者、パネリストは諸事情により変更となることが
あります。
【問合せ先】東京税理士政治連盟事務局
　　　　　　☎０３（３３５６）４４７９
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